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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　像担持体との間に形成されるニップ部を挟持搬送される記録シートへ前記像担持体に形
成された画像を転写する転写手段と、
　所定サイズの記録シートが前記ニップ部を通過する時の前記所定サイズの記録シートの
搬送方向における長さの積算長さから、前記所定サイズの記録シートを越えるサイズのシ
ートが前記ニップ部を通過する時の前記越えるサイズのシートの搬送方向における長さの
積算長さを除いた値に基づいて前記像担持体の状態変化を判定する判定手段と、
を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、判定した前記像担持体の状態変化に基づいて、前記像担持体に対する
所定のクリーニング動作を実行することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、前記像担持体の状態変化の判定に、前記像担持体に形成される画像の
情報を加味して判定することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の画像形成装置
。
【請求項４】
　前記転写手段に印加する転写バイアス電圧を取得する転写バイアス電圧取得手段を有し
、
　前記判定手段は、前記像担持体の状態変化の判定に、前記転写バイアス電圧取得手段が
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取得した転写バイアス電圧を加味して判定することを特徴とする請求項１～３のいずれか
１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　像担持体との間に形成されるニップ部を挟持搬送される記録シートへ前記像担持体に形
成された画像を転写する転写手段と、
　所定サイズの記録シートが前記ニップ部を通過する時の通過量から前記所定サイズの記
録シートを越えるサイズのシートが前記ニップ部を通過する時の通過量を除いた値に基づ
いて、前記像担持体に対する所定のクリーニング動作を行うクリーニング手段と、
を有することを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機、レーザビームプリンタ等の画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近ではコンピュータ等の出力装置として画像形成装置が世界各国に普及している。そ
のため、高温多湿環境でも高品質の画像が得られることが要求されている。また、使用さ
れる記録材としても世界各国で多種多様の記録材が生産使用されるため、それに適応出来
ることが望まれている。
【０００３】
　例えば、高温多湿環境下における問題として、「画像流れ」が知られている。「画像流
れ」は感光ドラムの表面に結露することによっても発生する。また、記録材に含まれる繊
維や添加剤等の異物が感光ドラムの表面に付着する。そして、帯電装置により発生するオ
ゾンから出来る酸化物と多湿環境下による水分とが化合して低抵抗物が生成される。この
低抵抗物により感光ドラムの表面上に形成される静電潜像が乱されて「画像流れ」を引き
起こす。
【０００４】
　また、記録材として使用されるＯＨＴ（OverHead Transparency）シート（ＯＨＰ（Ove
rHead Projector）に使用される透明なシート）の表面に界面活性剤が設けられる。その
界面活性剤が感光ドラムの表面上に付着して「画像流れ」が起きることもある。
【０００５】
　この「画像流れ」の問題を解決する方法としては、クリーニング装置により感光ドラム
の表面上をクリーニングする時間を延長したり、クリーニング装置のクリーニング性能を
向上させて感光ドラムの表面に付着した異物を除去する。或いは、感光ドラムの内部にヒ
ータを設けて、該感光ドラムの温度を周辺の雰囲気温度よりも上げることで該感光ドラム
の表面の湿度を下げ、低抵抗物の発生を抑制するものが提案されている。
【０００６】
　例えば、クリーニング装置により感光ドラムの表面上をクリーニングする時間を延長し
たり、クリーニング装置のクリーニング性能を向上させて感光ドラムの表面に付着した異
物を除去する。このような方法によると、クリーニング時間の延長やクリーニング性能の
向上には限界がある。感光ドラムの表面上の異物を除去する能力を向上させればさせる程
、感光ドラムの表面の削れ量が増加する。これにより、感光ドラムの寿命が短縮し、クリ
ーニング装置の耐久性が低下する等の問題がある。
【０００７】
　一方、感光ドラムの内部にヒータを設けて該感光ドラムの表面の湿度を下げ、低抵抗物
の発生を抑制する方法によると、新たにヒータを設けなければならない。このため、コス
ト高になってしまい、小型プリンタ等の画像形成装置には採用し難い。
【０００８】
　例えば、特許文献１には、高温高湿環境で画像流れまでの時間を、感光ドラムの回転時
間や、印字率、印字枚数等から求めて適切なタイミングでクリーニング動作を行うことで
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画像流れを防止する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０００－３９８１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１の技術では、搬送される記録材の端部位置に着目して画像流
れの発生度合いを判断するものではなかった。
【００１１】
　本発明は、像担持体の状態変化による画像不良を防止できる画像形成装置を提供するも
のである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記目的を達成するための本発明に係る画像形成装置の代表的な構成は、像担持体との
間に形成されるニップ部を挟持搬送される記録シートへ前記像担持体に形成された画像を
転写する転写手段と、所定サイズの記録シートが前記ニップ部を通過する時の前記所定サ
イズの記録シートの搬送方向における長さの積算長さから、前記所定サイズの記録シート
を越えるサイズのシートが前記ニップ部を通過する時の前記越えるサイズのシートの搬送
方向における長さの積算長さを除いた値に基づいて前記像担持体の状態変化を判定する判
定手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の画像形成装置は、像担持体の状態変化による画像不良を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る画像形成装置の第１実施形態の構成を示す断面説明図である。
【図２】第１実施形態の像担担持体の表面にクリーニング用トナーを形成した様子を示す
斜視説明図である。
【図３】第１実施形態において、像担担持体の表面をクリーニングするクリーニング手段
の動作を説明するフローチャートである。
【図４】第１実施形態において、Ａ４サイズの記録材を縦送りで搬送したときと、Ａ４サ
イズの記録材を縦送りと横送りとを交互に搬送したときの画像流れの発生による画素低下
率と、総印字枚数との関係を示す図である。
【図５】第１実施形態において、像担担持体の表面をクリーニング手段によりクリーニン
グすることにより画像流れの発生による画素低下を抑制する様子を示す図である。
【図６】第１実施形態において、現像手段に印加する現像バイアス電圧の直流成分（現像
ＤＣ）をＯＮ／ＯＦＦさせた場合のクリーニング動作のタイミングチャートを示す図であ
る。
【図７】第１実施形態において、帯電手段に印加する帯電バイアス電圧の直流成分（帯電
ＤＣ）をＯＮ／ＯＦＦさせた場合のクリーニング動作のタイミングチャートを示す図であ
る。
【図８】第１実施形態において、露光手段による露光をＯＮ／ＯＦＦさせた場合のクリー
ニング動作のタイミングチャートを示す図である。
【図９】クリーニング動作時の現像バイアス直流電圧の一例を示す図である。
【図１０】本発明に係る画像形成装置の第２実施形態の構成を示す断面説明図である。
【図１１】第２実施形態において、像担担持体の表面をクリーニングするクリーニング手
段の動作を説明するフローチャートである。
【図１２】第２実施形態における気温と相対湿度との関係を示す図である。
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【図１３】本発明に係る画像形成装置の第３実施形態において、平均印字率が０％、１％
、５％のときの画像流れの発生による画素低下率と、総印字枚数との関係を示す図である
。
【図１４】本発明に係る画像形成装置の第４実施形態において、転写手段に印加する転写
バイアス電圧が＋２．５ｋＶのときと＋２．７ｋＶのときの画像流れの発生による画素低
下率と、総印字枚数との関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図により本発明に係る画像形成装置の一実施形態を具体的に説明する。尚、以下の各実
施形態において、「縦方向」とは、記録材Ｐ（記録シート）の搬送方向が長手方向となる
方向とし、「横方向」とは、記録材Ｐの搬送方向が短手方向となる方向として説明する。
【実施例１】
【００１６】
　先ず、図１～図８を用いて本発明に係る画像形成装置の第１実施形態の構成について説
明する。
【００１７】
　図１はプロセスカートリッジを着脱可能に構成したレーザビームプリンタからなる画像
形成装置Ｍの概略構成を示す断面説明図である。図１において、１は所定のプロセススピ
ード（周速度）で図１の矢印Ｒ１方向に回転可能で表面に像が担持される像担持体となる
円筒状の感光ドラムである。感光ドラム１は、図１の矢印Ｒ２方向に回転する帯電手段と
なる帯電ローラ２によりその表面が一様に帯電される。帯電ローラ２により一様に帯電さ
れた感光ドラム１の表面は、露光手段となる露光装置３により露光されて静電潜像が形成
される。
【００１８】
　感光ドラム１の表面に形成された静電潜像に現像剤となるトナーＴを供給して現像する
現像手段となる現像装置４は、トナーＴを収容するトナー容器４ａを有する。更に、図１
の矢印Ｒ４方向に回転することで表面に担持したトナーＴを感光ドラム１の表面に対向す
る現像位置に搬送する現像剤担持体となる現像スリーブ４ｂを有する。更に、該現像スリ
ーブ４ｂの表面に担持されるトナーＴの層厚を規制する現像剤規制部材となる現像ブレー
ド４ｃと、トナー容器４ａ内のトナーＴを攪拌し、現像スリーブ４ｂに向けて搬送する撹
拌部材４ｄとを備えている。
【００１９】
　現像スリーブ４ｂの表面上に付着したトナーＴは感光ドラム１の表面上に形成された静
電潜像に供給されて現像剤像となるトナー像として現像される。
【００２０】
　現像スリーブ４ｂの外周面近傍には現像剤規制部材となる現像ブレード４ｃが設けられ
ている。現像ブレード４ｃはトナー容器４ａ内に回転可能に設けられた撹拌部材４ｄによ
って攪拌搬送されて現像スリーブ４ｂの表面に担持されたトナーの層厚を規制する。
【００２１】
　そして、画像形成するためのバイアス電圧を供給する高圧回路を備えた図示しないエン
ジン制御部により、感光ドラム１と現像スリーブ４ｂとの間に直流バイアスに交流バイア
スを重畳した現像バイアス電圧を印加する。
【００２２】
　現像手段となる現像スリーブ４ｂによりトナーＴが供給されて可視化された感光ドラム
１の表面上に形成された現像剤像となるトナー像は、図１の矢印Ｒ５方向に回転する転写
手段となる転写ローラ５により記録材Ｐに転写される。
【００２３】
　記録材Ｐは図示しない給送カセット内に収容されている。そして、図示しない給送ロー
ラにより１枚ずつ分離給送され、搬送ローラ８及び図示しないレジストローラにより感光
ドラム１の表面上のトナー像と同期が取られて該感光ドラム１と転写ローラ５とのニップ
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部に送られる。
【００２４】
　転写ローラ５により感光ドラム１の表面から記録材Ｐに転写されたトナーＴによるトナ
ー像は、該記録材Ｐと共に定着手段となる定着装置９に搬送される。そして、該定着装置
９に設けられた定着ローラ９ａと加圧ローラ９ｂとにより挟持搬送される間に加熱及び加
圧されて記録材Ｐの表面に定着される。
【００２５】
　トナー像が定着された記録材Ｐは、搬送ローラ10，11及び排出ローラ12によって排出ト
レイ13上に排出される。一方、感光ドラム１の表面から記録材Ｐへトナー像を転写する際
に該記録材Ｐに転写されない残留トナーが発生する。該感光ドラム１の表面に残留したト
ナーは、該感光ドラム１の表面をクリーニングするクリーニング手段となるクリーニング
装置６内のクリーニングブレード６ａにより掻き取られて除去される。
【００２６】
　クリーニングブレード６ａにより転写残トナーが除去された感光ドラム１は、次の画像
形成プロセスに供され、前述の工程を繰り返す。
【００２７】
　尚、図１中の感光ドラムユニット７は感光ドラム１とクリーニング装置６を含むユニッ
トである。また、プロセスカートリッジ14は、該感光ドラムユニット７と現像装置４を含
み、画像形成装置Ｍに対して着脱可能なカートリッジとして構成される。また、排出セン
サ15は、定着装置９から排出された記録材Ｐの通過を検知する。駆動源となるモータ16は
図１の矢印Ｒ１６方向に回転し、感光ドラム１を図１の矢印Ｒ１方向に回転させる。制御
手段となるＣＰＵ（Central Processing Unit；中央演算装置）17は排出センサ15により
検知した記録材Ｐの検知情報と、記憶手段となるメモリ18に記憶された各種情報に基づい
てモータ16を回転駆動する。
【００２８】
　メモリ18は、画像形成装置Ｍに転写される記録材Ｐのサイズ（所定サイズ）や坪量等の
記録材情報を記憶する記録材情報記憶手段を兼ねる。更に、記録材Ｐに印字した画像の印
字率情報を記憶する印字率情報記憶手段を兼ねる。更に、転写ローラ５に印加する転写バ
イアス電圧情報を記憶する転写バイアス電圧情報記憶手段とを兼ねる。
【００２９】
　感光ドラム１の表面には、帯電ローラ２が接触配置されている。帯電ローラ２は、感光
ドラム１の図１の矢印Ｒ１方向の回転に伴って、図１の矢印Ｒ２方向に従動回転する。そ
して、図示しない帯電バイアス電源によって帯電バイアス電圧が印加され、感光ドラム１
の表面を一次帯電する。３は帯電後の感光ドラム１の表面にレーザ光を照射して静電潜像
を形成する露光装置である。
【００３０】
　転写ローラ５は感光ドラム１の表面に接触配置され、図１に示す感光ドラム１の矢印Ｒ
１方向の回転に伴って図１の矢印Ｒ５方向に従動回転する。転写ローラ５には、図示しな
い転写バイアス電源によって転写バイアス電圧が印加され、これによって感光ドラム１の
表面上のトナー像が記録材Ｐ上に転写される。
【００３１】
　図１に示す画像形成装置Ｍでは、感光ドラム１と、帯電ローラ２と、クリーニング装置
６とが一体的に感光ドラムユニット７として構成される。更に、感光ドラムユニット７と
現像装置４とがカートリッジ容器14ａに一体的に組み込まれてプロセスカートリッジ14を
構成している。このプロセスカートリッジ14は画像形成装置Ｍ本体に対して着脱自在に装
着される。
【００３２】
　記録材Ｐの搬送方向において転写ローラ５の下流側には、定着ローラ９ａと加圧ローラ
９ｂとを有し、記録材Ｐを加熱及び加圧して表面にトナー像を定着させる定着手段となる
定着装置９が設けられている。定着装置９の更に下流側には、搬送ローラ10，11及び排出
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ローラ12、更には排出トレイ13が配置されている。
【００３３】
　更に、図１において搬送ローラ８は、記録材Ｐを感光ドラム１と転写ローラ５との間の
転写ニップ部Ｎに導く。排出センサ15は定着装置９を通過した記録材Ｐを検知する。モー
タ16は図１の矢印Ｒ16方向に回転して感光ドラム１を図１の矢印Ｒ１方向に回転駆動する
。モータ16は、図示しないギア列を介して、搬送ローラ８、定着ローラ９ａ、搬送ローラ
10，11及び排出ローラ12等も感光ドラム１の回転に連動させて駆動する。
【００３４】
　制御手段となるＣＰＵ（Central Processing Unit；中央演算装置）17は画像形成装置
Ｍ本体を制御する。ＣＰＵ17は後述する感光ドラム１の回転軸方向（図２の左右方向）の
所定位置において、転写される記録材Ｐに起因する画像不良レベルを判断（判定）する判
断手段（判定手段）を兼ねる。そして、ＣＰＵ17により判断された転写される記録材Ｐに
起因する画像不良レベルに応じて該ＣＰＵ17によりクリーニング装置６の動作時間を制御
する。
【００３５】
　記憶手段となるメモリ18は、転写される記録材Ｐの記録材情報を記憶する記録材情報記
憶手段を兼ねる。更に、メモリ18は記録材Ｐに形成する画像情報を記憶する画像情報記憶
手段を兼ねる。更に、メモリ18は図示しない転写バイアス電源から転写ローラ５に印加す
る転写バイアス電圧情報を記憶する転写バイアス電圧情報記憶手段を兼ねる。メモリ18は
画像形成装置Ｍ本体側に装着されている。
【００３６】
＜画像形成プロセス＞
　次に画像形成装置Ｍの画像形成プロセスについて説明する。
【００３７】
　感光ドラム１は外径直径が３０ｍｍの円筒状の基体の外周面に有機感光層（ＯＰＣ；Or
ganic Photoconductor）を塗工して構成したものである。モータ16によって、図１の矢印
Ｒ１方向に１０６ｍｍ／ｓｅｃの周速度（プロセススピード）で回転駆動される。
【００３８】
　感光ドラム１の表面は、図示しない帯電バイアス電源から帯電ローラ２に交流電圧（図
７に示す帯電ＡＣ）と直流電圧（図７に示す帯電ＤＣ）とを重畳させた帯電バイアス電圧
を印加することにより、所定の極性及び電位に均一に一次帯電される。
【００３９】
　一次帯電後の感光ドラム１の表面は、露光装置３によって画像情報に応じたレーザ光の
照射が行われ、光照射部分の電荷が除去されて静電潜像が形成される。
【００４０】
　静電潜像は現像装置４によってトナーが供給されて現像される。現像装置４の現像スリ
ーブ４ｂはトナー容器４ａの撹拌部材４ｄで撹拌されたトナーＴの供給を受ける。このト
ナーＴは、現像ブレード４ｃとの摺擦により摩擦帯電されて現像スリーブ４ｂの表面に均
一にコーティングされる。更に、現像スリーブ４ｂが図１の矢印Ｒ４方向に回転すること
によって現像位置に搬送される。
【００４１】
　現像スリーブ４ｂには図示しない現像バイアス電源によって、交流電圧（図７に示す現
像ＡＣ）と直流電圧（図７に示す現像ＤＣ）とが重畳された現像バイアス電圧が印加され
る。これにより、現像スリーブ４ｂの表面に担持されたトナーＴが感光ドラム１の表面の
静電潜像に付着され、静電潜像をトナー像として現像する。
【００４２】
　感光ドラム１の表面上のトナー像は、図示しない転写バイアス電源により転写ローラ５
に転写バイアス電圧が印加されることにより記録材Ｐに転写される。
【００４３】
　記録材Ｐは、図示しない給送カセットに収納されていたものが、図示しない給送ローラ
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、搬送ローラ８等によって、感光ドラム１と転写ローラ５との間の転写ニップ部Ｎに供給
される。転写ローラ５には、図示しない転写バイアス電源によって転写バイアス電圧が印
加され、これにより、感光ドラム１の表面上のトナー像は記録材Ｐの表面に転写される。
【００４４】
　その後、記録材Ｐ上のトナー像は定着装置９によって定着される。記録材Ｐ上のトナー
像は定着ローラ９ａが発生する熱と、加圧ローラ９ｂが加える圧力により記録材Ｐの表面
に溶融固着される。記録材Ｐが定着ローラ９ａを通過中は排出センサ15により記録材Ｐを
検知して制御手段となるＣＰＵ17に検知信号を送り、ＣＰＵ17は記録材Ｐが定着動作中で
あることを認識する。
【００４５】
　そして、記録材Ｐの後端が定着ローラ９ａを抜けると、排出センサ15の検知信号が切れ
、ＣＰＵ17は記録材Ｐが定着装置９から排出されたことを認識する。その後、記録材Ｐは
搬送ローラ10，11及び排出ローラ12により画像形成装置Ｍ本体の上部に設けられた排出ト
レイ13上に排出される。
【００４６】
　一方、感光ドラム１の表面に残った転写残トナーは、クリーニング装置６のクリーニン
グブレード６ａによって除去される。転写残トナーが除去された感光ドラム１は、連続し
て画像形成を行う場合は、上述の帯電ローラ２による帯電から始まる画像形成プロセスが
繰り返される。
【００４７】
　ＣＰＵ17には不揮発性メモリ等からなる記憶手段としてのメモリ18が接続されている。
メモリ18にはＣＰＵ17から送信された感光ドラム１の回転時間、印字した記録材Ｐのサイ
ズや枚数、印字されたサイズ毎の順番等が随時履歴情報として記憶される。
【００４８】
　そして、ＣＰＵ17はメモリ18に記憶された転写される記録材Ｐの記録材情報に基づいて
画像流れが発生するおそれがあると判断する。更に、記録材Ｐに形成する画像情報に基づ
いて画像流れが発生するおそれがあると判断する。更に、転写手段となる転写ローラ５に
印加する転写バイアス電圧情報に基づいて画像流れが発生するおそれがあると判断する。
更に、検知手段となる温湿度センサ20により検知された温湿度情報等に基づいて画像流れ
が発生するおそれがあると判断する。
【００４９】
　転写される記録材Ｐに起因する画像不良レベルとしての画像流れが発生するおそれがあ
ると判断した場合は、排出センサ15の検知信号が切れて画像形成プロセスが終了したと判
断する。
【００５０】
　その後、ＣＰＵ17に回復動作開始信号を送り、クリーニング装置６により感光ドラム１
の表面のクリーニング動作を実行する。尚、本実施形態においては画像形成装置Ｍに使用
される記録材Ｐの枚数検知手段をＣＰＵ17が兼ねる。
【００５１】
＜クリーニング動作実行の判断基準＞
　本実施形態においては、ＣＰＵ17がクリーニング動作を実行するための判断基準は以下
の通りとした。
【００５２】
　図４は画像形成装置Ｍにおいて、気温３２．５℃、相対湿度８５％の高温高湿環境で記
録材ＰとしてＡ４サイズの普通紙を搬送する場合を示す。そして、記録材Ｐを搬送方向が
長手方向となる横方向に搬送した場合に感光ドラム１の表面上のＡ４サイズの横方向の記
録材Ｐの短手方向端部位置で画像流れが発生し始めるときの印字枚数との関係をグラフａ
で示す。更に、記録材Ｐを該横方向と、搬送方向が短手方向となる縦方向に５００枚ずつ
交互に搬送した場合に感光ドラム１の表面上のＡ４サイズの横方向の記録材Ｐの短手方向
端部位置で画像流れが発生し始めるときの印字枚数との関係をグラフｂで示す。図４の横
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軸は記録材Ｐの総印字枚数で縦軸は画素低下率を示す。
【００５３】
　図４に示されたように、Ａ４サイズの普通紙を横方向にのみ印字したとき（グラフａ）
よりも横方向と縦方向とで５００枚ずつ交互に搬送した（グラフｂ）方が、画像流れが発
生するまでの印字枚数が２倍以上多いことが分かる。即ち、図４の縦軸に示される画素低
下率が３０％まで低下する場合についてグラフａでは総印字枚数が５００００枚であった
が、グラフｂでは総印字枚数が１０００００枚であった。
【００５４】
　感光ドラム１の表面上においてＡ４サイズの記録材Ｐの横方向の短手方向端部位置に記
録材Ｐに起因するオゾン生成物や紙の添加物等の物質が遊離して感光ドラム１の表面上に
付着する（状態変化する）場合がある。その上にＡ４サイズの記録材Ｐの縦方向のトナー
像が形成された後、クリーニングブレード６ａによって転写残トナーが掻き落とされる。
その際に、トナーに外添されている研磨剤等によりオゾン生成物や紙の添加物等を掻き落
とす効果が高くなる。また、感光ドラム１の表面を通過する紙自身にも該感光ドラム１の
表面を研磨し、前記各物質を除去する働きがある。
【００５５】
　本発明者の実験によれば、転写される記録材Ｐに起因する物質が遊離し難い該記録材Ｐ
の端部以外の部分が、以前に記録材Ｐの端部が通過した履歴がある感光ドラム１の表面部
分に当接して搬送される。その場合、その部分で発生する画像流れは改善される傾向にあ
ることが判明した。
【００５６】
　本実施形態では、メモリ18に転写される記録材Ｐのサイズ情報、枚数情報等の記録材情
報が記憶されている。その記録材情報に基づいて感光ドラム１の回転軸方向の所定位置に
おいて、転写される記録材Ｐの搬送方向に直交する方向の端部が通過する。その積算長さ
（通過量）を積算長さ算出手段を兼ねているＣＰＵ17が算出する。
【００５７】
　そして、判断手段を兼ねるＣＰＵ17は、算出された感光ドラム１の回転軸方向の第一位
置における第一積算長さを算出する。更に、該第一位置よりも感光ドラム１の回転軸方向
外側に位置する第二位置における第二積算長さを算出する。そして、第一、第二積算長さ
の比較値に応じて、転写される記録材Ｐに起因する画像不良（画像流れ）レベルを判断す
る。
【００５８】
　また、本実施形態では、画像情報記憶手段を兼ねるメモリ18に記憶された画像情報に基
づいて、感光ドラム１の回転軸方向の所定位置においてトナー像（現像剤像）が通過する
積算長さを算出する第二の積算長さ算出手段をＣＰＵ17が兼ねている。
【００５９】
　そして、判断手段を兼ねるＣＰＵ17は、算出された感光ドラム１の回転軸方向の第一位
置における第三積算長さに応じて、転写される記録材Ｐに起因する画像不良（画像流れ）
レベルを判断する。
【００６０】
　そこで、図４に示すグラフａ，ｂにより、画像流れが発生し易い平均印字率が１％の印
字率でプリント出力する場合を考える。そして、それぞれの記録材Ｐの幅端部位置で画像
流れが発生し始める記録材Ｐの枚数、つまりクリーニング装置６による感光ドラム１の表
面の回復動作を実施するタイミングと動作時間を決定する以下の関係式を導いた。
【００６１】
＜回復動作実施タイミング＞
　ここで、回復動作開始閾値（％）を｛予想画素低下率α（％）｝が１５％以上に設定し
た。また、｛目標画素低下率Ｇ（％）｝を１０％に設定した。
【００６２】
　｛予想画素低下率α（％）｝は以下の数１式で示される。
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【００６３】
［数１］
　｛予想画素低下率α（％）｝＝｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝－｛画素低下率良化分Ｂ
（％）｝
【００６４】
　ここで、前記数１式における｛画素低下率良化分Ｂ（％）｝とは感光ドラム１の表面上
の記録材Ｐの過去の通過履歴へのキャンセル分とし、それ以降の感光ドラム１の表面上の
記録材Ｐの通過履歴への影響は無いものとする。
【００６５】
　回復動作実施時間は以下の数２式で示される。
【００６６】
［数２］
　回復動作実施時間（ｍｉｎ）＝０．２×［｛予想画素低下率α（％）｝－｛目標画素低
下率Ｇ（％）｝］
【００６７】
　ここで、｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝は以下の数３式で示される。
【００６８】
［数３］
　｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝＝７×１０－７×｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝
【００６９】
　尚、前記数３式における｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝は以下の数４式で示される。
【００７０】
［数４］
　｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝＝｛各サイズの記録材Ｐの搬送方向の長さ（ｍｍ）｝
×｛そのサイズの記録材Ｐの枚数｝
【００７１】
　尚、前記数１式における｛画素低下率良化分Ｂ（％）｝は過去の記録材Ｐの通過履歴の
キャンセル分であって、以下の数５式で示される。
【００７２】
［数５］
　｛画素低下率良化分Ｂ（％）｝＝０．１×［｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝／｛悪化
分の総通過距離（ｍｍ）｝］×１００
【００７３】
　尚、悪化分の記録材Ｐよりも感光ドラム１の長手方向に幅の広い記録材Ｐ１，Ｐ２が存
在する場合における｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝は以下の数６式で示される。
【００７４】
［数６］
　｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝＝［｛記録材Ｐ１の搬送方向の長さ（ｍｍ）｝×｛記
録材Ｐ１の枚数｝］＋［｛記録材Ｐ２の搬送方向の長さ（ｍｍ）｝×｛記録材Ｐ２の枚数
｝］
【００７５】
　例えば、画素低下率悪化分Ａの要素として記録材ＰとしてＡ４サイズの普通紙を搬送方
向が短手方向となる縦方向（１枚当たりの感光ドラム１の長手方向の通過幅が２９７ｍｍ
で搬送方向の通過長さが２１０ｍｍ）が過去の搬送履歴として１０万枚通過する。
【００７６】
　その後、画素低下率良化分Ｂの要素としてＡ４サイズの縦方向以上の感光ドラム１の長
手方向の通過幅を有するＢ４サイズの普通紙を搬送方向が長手方向となる横方向が過去の
搬送履歴として２万枚通過する。Ａ４サイズの横方向搬送では、１枚当たりの感光ドラム
１の長手方向の通過幅が２５７ｍｍで搬送方向の通過長さが３６４ｍｍである。
【００７７】
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　その後、Ａ３サイズの普通紙を搬送方向が長手方向となる横方向（１枚当たりの感光ド
ラム１の長手方向の通過幅が２９７ｍｍで搬送方向の通過長さが４２０ｍｍ）が３万枚通
過した時点での予想画素低下率αは前記数１式から５．２４％が求められる。
【００７８】
　即ち、前記数３式に示される｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝としては以下の通りであ
る。記録材ＰとしてＡ４サイズの普通紙を縦方向（記録材Ｐの搬送方向が長手方向となる
方向）に搬送する。その場合の搬送方向の通過長さが２９７ｍｍである。そして、過去の
搬送履歴として２９７ｍｍの１０万枚通過分となる。このため前記数３式から｛画素低下
率悪化分Ａ（％）｝は以下の数７式により求められる。
【００７９】
［数７］
　｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝＝７×１０－７×２９７×１０００００＝２０．８％
【００８０】
　また、前記数５式に示される｛画素低下率良化分Ｂ（％）｝は過去の記録材Ｐの通過履
歴のキャンセル分である。｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝としては、以下の通りである
。
【００８１】
　記録材ＰとしてＡ４サイズの縦方向以上の感光ドラム１の長手方向の通過幅を有するＢ
４サイズの普通紙を横方向に搬送した場合の搬送方向の通過長さが３６４ｍｍと、過去の
搬送履歴として２万枚通過分との積で求める。更にＡ３サイズの普通紙を横方向に搬送し
た場合の搬送方向の通過長さが４２０ｍｍと、過去の搬送履歴として３万枚通過分との積
で求める。更にそれらの和である。
【００８２】
　｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝としては、記録材ＰとしてＡ４サイズの普通紙を縦方
向に搬送した場合の搬送方向の通過長さが２１０ｍｍと、過去の搬送履歴として１０万枚
通過分との積で求める。
【００８３】
　これらにより、｛画素低下率良化分Ｂ（％）｝は以下の数８式により求められる。
【００８４】
［数８］
　｛画素低下率良化分Ｂ（％）｝＝０．１×［｛（３６４×２００００）＋（４２０×３
００００）｝／（２１０×１０００００）］×１００≒９．４６％
【００８５】
　よって、｛予想画素低下率α（％）｝は前記数１式、数７式、数８式を用いて以下の数
９式により求められる。
【００８６】
［数９］
　｛予想画素低下率α（％）｝＝１４．７－９．４６＝５．２４％
【００８７】
　この時点では、｛予想画素低下率α＝５．２４％｝は予め設定した回復動作開始閾値の
１５％には達していない。しかし、｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝として、更に、Ａ４サ
イズの普通紙を縦方向（記録材Ｐの搬送方向が長手方向となる方向）に新たに１万８千枚
通過する。その際には、新たな追加分となる｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝は以下の数１
０式により求められる。
【００８８】
［数１０］
　｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝＝７×１０－７×２９７×１８０００≒３．７４％
【００８９】
　よって、｛予想画素低下率α（％）｝は前記数１式、数７式、数１０式を用いて以下の
数１１式により求められる。
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【００９０】
［数１１］
　｛予想画素低下率α（％）｝＝（２０．８＋３．７４）－９．４６＝１５．１％
【００９１】
　更に、例えば、Ａ４サイズの普通紙を縦方向（記録材Ｐの搬送方向が長手方向となる方
向）に新たに所定枚数だけ通過して前記数１１式に示す｛予想画素低下率α（％）｝が回
復動作開始閾値の１５％に達する。すると、ＣＰＵ17はクリーニング装置６により感光ド
ラム１の表面をクリーニングして回復動作を実行する。
【００９２】
＜回復動作実施時間＞
　｛回復動作実施時間（ｍｉｎ）｝は、前記数２式において、｛予想画素低下率α（％）
｝を１５％、｛目標画素低下率Ｇ（％）｝を１０％として、以下の数１２式により求めら
れる。
【００９３】
［数１２］
　｛回復動作実施時間（ｍｉｎ）｝＝０．２×（１５（％）－１０（％））＝１（ｍｉｎ
）
【００９４】
　ＣＰＵ17はクリーニング装置６により前記数１２式に示される回復動作実施時間だけ感
光ドラム１の表面をクリーニングして回復動作を実施することで、画素低下率（％）は図
５に示すように目標画素低下率が１０％まで低下する。図５の縦軸は画素低下率（％）を
示し、横軸は記録材Ｐの印字枚数を示す。
【００９５】
　クリーニング装置６により初回のクリーニング動作が実施された際、メモリ18にクリー
ニング動作の実施履歴を記憶させ、クリーニング動作実施以降に印字した記録材Ｐのサイ
ズや枚数、印字されたサイズ毎の順番等を随時記憶していく。そして、クリーニング装置
６により二回目以降のクリーニング動作を実施した際の予想画素低下率βは以下のように
算出する。
【００９６】
＜二回目以降のクリーニング動作を実施した際の予想画素低下率β＞
　ここで、回復動作開始閾値（％）を｛予想画素低下率β（％）｝が１５％以上に設定し
た。また、｛目標画素低下率Ｇ（％）｝を１０％に設定した。
【００９７】
　二回目以降のクリーニング動作を実施した際の｛予想画素低下率β（％）｝は以下の数
１３式により求められる。
【００９８】
［数１３］
　｛予想画素低下率β（％）｝＝｛回復動作実施後の画素低下率が１０％｝＋｛画素低下
率悪化分Ａ´（％）｝－｛画素低下率良化分Ｂ´（％）｝
【００９９】
　ここで、｛画素低下率良化分Ｂ´｝とは、直前のクリーニング動作を実施した後で、且
つ、過去の記録材Ｐの通過履歴へのキャンセル分として、それ以降の記録材Ｐの通過履歴
への影響は無いものとする。
【０１００】
＜回復動作実施時間＞
　｛回復動作実施時間（ｍｉｎ）｝は以下の数１４式により求められる。
【０１０１】
［数１４］
　｛回復動作実施時間（ｍｉｎ）｝＝０．２×［｛予想画素低下率β（％）｝－｛目標画
素低下率Ｇ（％）｝］
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【０１０２】
　ここで、｛画素低下率悪化分Ａ´（％）｝は以下の数１５式で示される。
【０１０３】
［数１５］
　｛画素低下率悪化分Ａ´（％）｝＝７×１０－７×｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝
【０１０４】
　尚、前記数１５式における｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝は以下の数１６式で示され
る。
【０１０５】
［数１６］
　｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝＝｛各サイズの記録材Ｐの搬送方向の長さ（ｍｍ）｝
×｛そのサイズの記録材Ｐの枚数｝
【０１０６】
　尚、前記数１３式における｛画素低下率良化分Ｂ´（％）｝は過去の記録材Ｐの通過履
歴のキャンセル分であって、以下の数１７式で示される。
【０１０７】
［数１７］
　｛画素低下率良化分Ｂ´（％）｝＝０．１×［｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝／｛悪
化分の総通過距離（ｍｍ）｝］×１００
【０１０８】
　尚、悪化分の記録材Ｐよりも感光ドラム１の長手方向に幅の広い記録材Ｐ１，Ｐ２が存
在する場合における｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝は以下の数１８式で示される。
【０１０９】
［数１８］
　｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝＝［｛記録材Ｐ１の搬送方向の長さ（ｍｍ）｝×｛記
録材Ｐ１の枚数｝］＋［｛記録材Ｐ２の搬送方向の長さ（ｍｍ）｝×｛記録材Ｐ２の枚数
｝］
【０１１０】
　本実施形態においては、印字された記録材Ｐのサイズや枚数、印字されたサイズ毎の順
番等をメモリ18に記憶しておく。そして、前記各数式を用いて導いた予想画素低下率と目
標画素低下率とを比較する。そして、予想画素低下率が、例えば、１５％以上になった場
合にＣＰＵ17はクリーニング装置６により感光ドラム１の表面をクリーニングして回復動
作を実行する。
【０１１１】
＜クリーニング動作＞
　次に、クリーニング装置６により感光ドラム１の表面をクリーニングするクリーニング
動作について説明する。尚、以下では、現像バイアス電圧をＯＮ／ＯＦＦする場合につい
て説明する。
【０１１２】
　記録材Ｐが紙の場合で感光ドラム１の表面に付着するパルプ・タルク等の紙粉に起因す
る画像ボケ、画像流れが発生する。これを防止するために、プリント時（画像形成時）以
外に紙粉が付着した感光ドラム１の表面上にトナーＴを所定時間だけ現像してクリーニン
グ用トナー像を形成する。そして、トナーＴと紙粉等とを混合させ、クリーニングブレー
ド６ａで紙粉とトナーＴとを一緒にクリーニングする。
【０１１３】
　プリント時以外の感光ドラム１の回転時に、図６のタイムチャートで示すように、ある
一定の時間ｔ５に所定の間隔で現像バイアス電圧として直流電圧（以下、「現像ＤＣ」と
いう。）のみＯＮとする（図６のｔ１）。この一定の時間ｔ５の間は帯電バイアス電圧（
以下、「帯電ＡＣ」、「帯電ＤＣ」という。）、露光、転写バイアス電圧はＯＦＦのまま
である。
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【０１１４】
　よって、現像時の感光ドラム１の表面の電位は０Ｖであり、現像ＤＣは一定間隔でＯＮ
（ｔ１）となるため、その間隔でトナーＴが感光ドラム１の表面上へ現像される。このと
き感光ドラム１の表面に形成されるクリーニング用トナー像（以下、「トナー像」という
。）は、図２に示すように、感光ドラム１の表面の長手方向に沿って帯状のトナー像が所
定ピッチで等間隔で形成される。
【０１１５】
　帯状の各トナー像の長さは、感光ドラム１の表面における画像形成領域の軸方向の略全
長に亘る長さに形成される。感光ドラム１の表面上にはプリント時に通過した記録材Ｐの
紙中に含まれる成分であるタルクと、トナーとが混在した状態で付着している。
【０１１６】
　感光ドラム１の表面上に現像された帯状のトナー像は、記録材Ｐに転写されることなく
、そのままクリーニングブレード６ａによりタルクと共に同時に掻き取られてクリーニン
グされ、感光ドラム１の表面が清掃される。
【０１１７】
　これにより、クリーニング動作以降に形成される画像において転写される記録材Ｐの紙
粉等に起因する画像ボケ、画像流れといった画像不良の発生を防ぐことが出来る。
【０１１８】
　この後、転写ローラ５にトナーＴと同極性の転写バイアス電圧（ネガトナーの場合はマ
イナスバイアス電圧）を印加（図６のｔ３）して、転写ローラ５に付着したトナーＴを感
光ドラム１側に飛翔させて転写ローラ５をクリーニングする。その後、感光ドラム１の表
面電位を均一に０Ｖにするために、帯電ＡＣのみを感光ドラム１の１周分印加（ｔ４）し
てクリーニング動作を終了する。
【０１１９】
　ここで、転写ローラ５に印加する転写バイアス電圧の印加時間ｔ３及び印加タイミング
は、現像ＤＣのＯＮ時間ｔ１とＯＦＦ時間ｔ２との繰り返しの総時間ｔ５及びその印加タ
イミングに合わせて印加するようにしても良い。
【０１２０】
　本実施形態は、図６に示す現像ＤＣの印加を所定間隔でＯＮ／ＯＦＦを繰り返すもので
ある。これは、感光ドラム１の表面に付着した記録材Ｐから出た紙粉をクリーニングする
ための必要最小限のトナー像を現像するためである。本発明者は、以下に示す他の方法を
実験したが次のような弊害が発生した。
【０１２１】
　例えば、現像ＤＣの絶対値を低くして、ＯＮさせたまま少しずつトナーを現像させる場
合は、現像スリーブ４ｂ上の適正な電荷を持ったトナーＴばかりが現像されてしまうこと
になる。このため、現像後に現像スリーブ４ｂ上に残されたのは過剰電荷を有するトナー
Ｔや電荷が小さいトナーＴが多くなり、これが繰り返されると、現像には不適正なトナー
Ｔばかりが現像スリーブ４ｂ上に残ってしまう。このため、次のプリント時には濃度が低
下した画像が出力されてしまうことになる。
【０１２２】
　次に、現像ＤＣのＯＮ／ＯＦＦを１回だけ行う場合は、ＯＮ時間ｔ１のみ多量のトナー
が現像されてクリーニングされる。このため、クリーニングブレード６ａのエッジ部に付
着するトナーＴが安定しない。また、一定時間のみトナー像が現像されてしまうため、現
像スリーブ４ｂ上のトナーＴの電荷が該現像スリーブ４ｂの周方向で不均一になり、次の
プリント時に濃度ムラを発生させる原因にもなりかねない。
【０１２３】
　これに対して、本実施形態のように、現像ＤＣのＯＮ／ＯＦＦを複数回繰り返す方法は
、現像スリーブ４ｂ上のトナーＴをある一定間隔で現像するため、トナー電荷が不均一に
ならない。また、少しずつトナーＴがクリーニングブレード６ａに供給されるため、付着
するトナーＴがクリーニングブレード６ａの長手方向で安定する。



(14) JP 6235233 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

【０１２４】
　以上のような実験の結果、本実施形態の方法が安定して感光ドラム１の表面に付着した
タルクをクリーニング出来、かつ次のプリント時に安定した現像が可能であることが分か
った。
【０１２５】
　本実施形態では、図６に示すように、現像ＤＣのＯＮ／ＯＦＦを複数回繰り返す場合に
ついて述べた。その他に、図７に示すように、帯電ローラ２に印加する帯電バイアス電圧
の直流成分（以下、「帯電ＤＣ」という）のＯＮ／ＯＦＦを複数回繰り返す場合がある。
他に、図８に示すように、露光装置３の発光のＯＮ／ＯＦＦを複数回繰り返すことによっ
て形成した静電潜像を現像して、前述の図２に示すような複数の帯状のトナー像を形成す
るようにしても良い。
【０１２６】
　尚、図７に示すように、帯電ＤＣのＯＮ／ＯＦＦを複数回繰り返す場合、帯電ＤＣをＯ
Ｎ／ＯＦＦするのと同時に帯電ＡＣをＯＮし、かつ帯電ＤＣのＯＮ／ＯＦＦに対応させて
現像ＤＣをＯＮさせている。
【０１２７】
　また、図７に示すように、帯電ＤＣのＯＮ／ＯＦＦを複数回繰り返す場合、露光のＯＮ
／ＯＦＦに対応させて、帯電ＡＣ、帯電ＤＣ、現像ＤＣをＯＮさせる。
【０１２８】
　本実施形態では、画像流れが発生した場合に、図６に示すクリーニング動作を実施した
場合の効果を確認した。クリーニングバイアス電圧としての現像ＤＣを図９に示すように
設定して、図６に示すクリーニング動作を行った。尚、本実施形態の転写ローラ５は外径
直径が１６ｍｍであり、ｔ３は転写ローラ５が２周分回転する印加時間である。ｔ４は感
光ドラム１が１周分回転する印加時間に設定している。また、現像ＤＣのＯＮ時間ｔ１と
、ＯＦＦ時間ｔ２との繰り返し時間の総計であるｔ５は２５０ｓｅｃとした。
【０１２９】
　クリーニングバイアス電圧としての現像ＤＣの印加時間及び印加電圧を前述のように設
定したクリーニング動作を文字が欠ける程度に画像流れが発生した場合に動作させた。す
ると、１回のクリーニング動作により文字がはっきり分かる程度になり、画像流れを略解
消することが出来た。
【０１３０】
　次に図３を参照して、図１に示す画像形成装置Ｍの制御について説明する。図３は画像
形成装置Ｍの制御動作を示すフローチャートである。
【０１３１】
　画像形成動作が要求されると、ＣＰＵ17は画像形成プロセスを行うためにモータ16を駆
動する。すると、メモリ18から印字した記録材Ｐのサイズや枚数、印字されたサイズ毎の
順番を読み出す。そして、前記数１式にて演算される画素低下率悪化分Ａと画素低下率良
化分Ｂとを比較する。そして、予想画素低下率αが目標画素低下率Ｇの１０％を上回った
場合には、画像流れが発生するおそれがあると判断して画像形成動作を中断する。そして
、クリーニング装置６によるクリーニング動作に入る。
【０１３２】
　図３のステップＳ１に示すように、先ず、画像形成動作に入る前に、過去に回復動作（
クリーニング動作）の実施履歴があるか否かを判断する。前記ステップＳ１において回復
動作の実施履歴が無い場合には、ステップＳ２に進んで、画像形成装置Ｍ本体の初期設置
後からの全ての記録材Ｐの通過履歴をメモリ18から読み出す。次にステップＳ３に進んで
ＣＰＵ17によりメモリ18から読み出した記録材Ｐの通過履歴情報に基づいて画素低下率悪
化分Ａ及び画素低下率良化分Ｂを算出し、ステップＳ４に進んで前記数１式により予想画
素低下率αを算出する。
【０１３３】
　次にステップＳ５において前記ステップＳ４で算出した予想画素低下率αに基づいて前
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記数２式によりＣＰＵ17は回復動作（クリーニング動作）実施時間を算出する。
【０１３４】
　前記ステップＳ１において、過去に回復動作（クリーニング動作）実施履歴が有る場合
には、ステップＳ６に進んでメモリ18から直前に実施された回復動作実施以降の記録材Ｐ
の通過履歴情報を読み出す。
【０１３５】
　次にステップＳ７において、ＣＰＵ17はメモリ18から読み出した直前に実施された回復
動作実施以降の記録材Ｐの通過履歴情報に基づいて前記数１５式、数１７式により直前の
回復動作実施以降の画素低下率悪化分Ａ’及び画素低下率良化分Ｂ´を算出する。そして
、ステップＳ８に進んで、前記ステップＳ７で算出した直前の回復動作実施以降の画素低
下率悪化分Ａ’及び画素低下率良化分Ｂ´に基づいてＣＰＵ17は前記数１３式により予想
画素低下率βを算出する。
【０１３６】
　次にステップＳ５において前記ステップＳ８で算出した予想画素低下率βに基づいて前
記数１４式によりＣＰＵ17は回復動作（クリーニング動作）実施時間を算出する。
【０１３７】
　次にステップＳ９において、ＣＰＵ17は前記ステップＳで算出された回復動作実施時間
が「０」よりも大きいか否かを判断する。前記ステップＳ９において、回復動作実施時間
が「０」よりも大きいと判断された場合には、ステップＳ１０に進んで、前記ステップＳ
５において算出された回復動作実施時間に応じた回復動作（クリーニング動作）を実施す
る。
【０１３８】
　そして、ステップＳ１１に進んで、回復動作の実施履歴情報をメモリ18に記憶し、ステ
ップＳ１２において回復動作実施後の画素低下率が１０％をメモリ18に記憶した後、ステ
ップＳ１３に進んで画像形成プロセスを行う。
【０１３９】
　前記ステップＳ９において、回復動作実施時間が「０」と判断された場合には、前記ス
テップＳ１３に進んで回復動作（クリーニング動作）を実施することなく画像形成プロセ
スを行う。
【０１４０】
　次にステップＳ１４において、今回の記録材Ｐの通過履歴情報をメモリ18に記憶する。
そして、今回の記録材Ｐの通過動作でクリーニング動作を実施する状態に達したか否かを
判断する。そのために前記ステップＳ６、Ｓ７、Ｓ８、Ｓ５、Ｓ９、Ｓ１０、Ｓ１１、Ｓ
１２と同様の動作をステップＳ１５～Ｓ２２で行った後、制御動作は終了する。
【０１４１】
　このように、本実施形態によれば、メモリ18に画像形成装置Ｍの使用状態を記憶してお
く。これにより、高温高湿環境での画像流れが発生するまでの時間を、感光ドラム１の印
字した記録材Ｐのサイズや枚数、印字されたサイズ毎の順番等から求めることが出来る。
このため、適切なタイミングで回復動作（クリーニング動作）を実施することが出来、画
像流れを有効に防止することが出来る。
【０１４２】
　また、プロセスカートリッジ14にメモリ18を設けることによって、使用途中でプロセス
カートリッジ14を画像形成装置Ｍ本体から取り外した場合でも、該プロセスカートリッジ
14に設けたメモリ18に記憶された情報を失うことが無い。
【０１４３】
　また、印字される記録材Ｐのサイズや枚数等の記録材情報に応じて、画像流れ等の画像
不良の最悪レベルを予測・算出し、その値によって回復動作（クリーニング動作）タイミ
ングや回復動作実施時間を調整する。これにより、最適な回復動作実施タイミングと回復
動作実施時間に設定することが出来る。よって、感光ドラム１の寿命短縮を防止し、クリ
ーニング装置６の耐久性の低下を防止し、別途、ヒータを設けることによるコスト高を伴
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うことがなく、画像流れ等の画像不良を防止し、長期に渡って良好な画像が得られる。
【実施例２】
【０１４４】
　次に、図10～図12を用いて本発明に係る画像形成装置の第２実施形態の構成について説
明する。尚、前記第１実施形態と同様に構成したものは同一の符号を付して説明を省略す
る。
【０１４５】
　本実施形態では、図10に示すように、画像形成装置Ｍ本体に温湿度情報を検知する環境
検知手段となる温湿度センサ20を設けたものである。絶対湿度算出手段を兼ねるＣＰＵ17
は該温湿度センサ20により検知された温湿度情報に基づいて絶対湿度情報を算出する。そ
して、判断手段を兼ねるＣＰＵ17は算出した絶対湿度情報に基づいて転写される記録材Ｐ
に起因する画像流れ等の画像不良レベルを判断する。よって、温湿度センサ20により画像
形成装置Ｍ本体が高湿度環境であること検知した場合に、クリーニング装置６により感光
ドラム１の表面のクリーニング動作を実行する。
【０１４６】
　本実施形態においては、環境検知手段として温湿度センサ20を備えているが、他の環境
検知手段としては、例えば、一次帯電を定電流制御する場合、環境により帯電ローラ２の
抵抗値が変化する。これにより、一次帯電電圧が変化する。その変化値から雰囲気中の湿
度を予測することが出来る。この場合、新たに環境検知手段を設ける必要が無く、コスト
アップを防ぐことが出来る。
【０１４７】
　また、高画質が要求されるグラフィック用のプリンタ等では、環境変動による抵抗値の
変動が小さい帯電部材を用いる必要があり、前述の一次帯電電圧の振れが小さくなって精
度が劣る。そこで精度の高い測定のためには本実施形態のように温湿度センサ20を用いた
方が良い。
【０１４８】
　図10に示すように、温湿度センサ20は感光ドラム１の表面の近くに配置され、該感光ド
ラム１の表面付近の雰囲気温湿度を検知している。
【０１４９】
　感光ドラム１の表面付近の雰囲気温湿度を測定する。これは、例えば、画像形成装置Ｍ
本体の外部の雰囲気温湿度が低めであっても紙等の記録材Ｐが吸湿している場合には定着
時の熱により記録材Ｐ内の水分が蒸発する。その水分が感光ドラム１の表面に付着する場
合がある。そのような場合には、温湿度センサ20が感光ドラム１の表面付近の雰囲気湿度
が上昇したことを検知出来る。このためクリーニング装置６により感光ドラム１の表面の
クリーニング動作を実行して画像流れを防ぐことが出来る。
【０１５０】
　また、図10に示すメモリ21は、不揮発性の記憶手段であり、図６のタイムチャートで示
すクリーニング装置６によるクリーニング動作を実行するまでの記録材Ｐのサイズや印字
枚数、サイズ毎の通過順等の履歴情報を記憶する。
【０１５１】
　図10に示す温湿度センサ20は雰囲気温湿度を測定し、ＣＰＵ17に検知信号を送る。ＣＰ
Ｕ17はその検知信号から画像形成装置Ｍの使用環境が高湿度環境であると判断した場合に
は、クリーニング装置６により感光ドラム１の表面のクリーニング動作を実行する制御を
行う。尚、温湿度の関係から、画像流れの心配が無い場合は、メモリ21には予め印字可能
枚数として「－１」を入力しておくものとした。
【０１５２】
　ＣＰＵ17は、温湿度センサ20により検知された温湿度情報が図12に示す気温と相対湿度
との関係で示される領域Ｒ内に含まれると判断した場合、クリーニング動作が必要である
と判断する。尚、クリーニング動作は前記第１実施形態と同様に実施される。
【０１５３】
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　図11に本実施形態の画像形成装置Ｍ本体の電源が投入されたところからクリーニング動
作が実施されるまでのフローチャートを示す。
【０１５４】
　先ず、画像流れの心配がない場合には、メモリ21には予め印字可能枚数として「－１」
を入れておくことになっているので、ステップＳ31において、それを確認する。ステップ
Ｓ31において、メモリ21に記憶された印字可能枚数が「－１」だった場合には、ステップ
Ｓ32に進んで、温湿度センサ20により雰囲気温湿度を測定してＣＰＵ17に通知する。
【０１５５】
　その結果、ステップＳ33において、画像流れの心配がなければ、ステップＳ36に進んで
画像形成動作を行い、終了する。
【０１５６】
　前記ステップＳ32において、温湿度センサ20により測定した雰囲気温湿度が上昇してい
る場合や、前記ステップＳ31においてメモリ21に記憶された印字可能枚数が「－１」でな
ければ、ステップＳ33に進む。そして、ステップＳ33において、雰囲気温湿度が上昇して
画像が流れるおそれがあると判断して、ステップＳ34において、メモリ21が記憶する印字
可能枚数から１枚を減算して該メモリ21に記憶する。
【０１５７】
　その後、ステップＳ35において、メモリ21に記憶された新たな印字可能枚数が「０」よ
りも大きいか否かを確認する。その結果、メモリ21に記憶された新たな印字可能枚数が「
０」よりも大きい場合には、ステップＳ36に進んで、そのまま画像形成動作を行い、終了
する。
【０１５８】
　また、前記ステップＳ35において、メモリ21に記憶された新たな印字可能枚数が「０」
枚以下であれば、ステップＳ37に進んでクリーニング装置６により感光ドラム１の表面の
クリーニング動作を実行する。そして、ステップＳ38において、メモリ21に「－１」を記
憶させた後、ステップＳ36に進んで画像形成動作を実行して終了する。
【０１５９】
　次回の画像形成動作の前には、随時、温湿度センサ20によって雰囲気温湿度の測定が行
われる。
【０１６０】
　図10に示すように、温湿度センサ20をプロセスカートリッジ14に設けることも出来る。
この場合、プロセスカートリッジ14が画像形成装置Ｍ本体に装着されたときに、温湿度セ
ンサ20は図10に示す接続器22によってＣＰＵ17と接続される。
【０１６１】
　これにより、使用途中で画像形成装置Ｍ本体からプロセスカートリッジ14を取り外し、
このプロセスカートリッジ14を別の環境下にある画像形成装置Ｍ本体に装着する。その際
にも、プロセスカートリッジ14内の感光ドラム１の表面付近の温湿度を検知することが出
来る。
【０１６２】
　これにより、温湿度センサ20が画像形成装置Ｍ本体側に装着されていて、この画像形成
装置Ｍ本体にプロセスカートリッジ14を装着する場合と比較して、より精度の高い温湿度
の測定が可能となり、画像流れ発生の兆候を的確に判断することが出来る。
【０１６３】
　このように、本実施形態によれば、画像形成装置Ｍ本体内において、感光ドラム１の表
面付近の雰囲気温湿度を測定することにより、高湿環境での画像流れの兆候を的確に判断
することが出来る。また、適切なタイミングでクリーニング動作を実行することが出来、
画像流れを有効に防止することが出来る。
【０１６４】
　また、プロセスカートリッジ14にメモリ21を設ける場合には、感光ドラム１を有するプ
ロセスカートリッジ14を使用途中で画像形成装置Ｍ本体から取り外した場合でも、該感光
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ドラム１についての情報を失うことが無い。即ち、感光ドラム１についての情報が該感光
ドラム１の移動と共に移動することになる。他の構成は前記第１実施形態と同様に構成さ
れ、同様の効果を得ることが出来る。
【実施例３】
【０１６５】
　次に、図13を用いて本発明に係る画像形成装置の第３実施形態の構成について説明する
。尚、前記各実施形態と同様に構成したものは同一の符号を付して説明を省略する。
【０１６６】
　図13は画像形成装置Ｍにおいて、気温３２．５℃、相対湿度８５％の高温高湿環境で記
録材ＰとしてＡ４サイズの普通紙を搬送する。その場合、平均印字率が０％（白紙）の記
録材Ｐを縦方向と横方向とで５００枚ずつ交互に搬送した場合に感光ドラム１の表面上の
Ａ４サイズの横方向の記録材Ｐの短手方向端部位置で画像流れが発生し始めるときの印字
枚数との関係をグラフｃで示す。
【０１６７】
　更に、平均印字率が１％のトナー像を形成した記録材Ｐを縦方向と横方向とで５００枚
ずつ交互に搬送した場合に感光ドラム１の表面上のＡ４サイズの横方向の記録材Ｐの短手
方向端部位置で画像流れが発生し始めるときの印字枚数との関係をグラフｄで示す。更に
、平均印字率が５％のトナー像を形成した記録材Ｐを縦方向と横方向とで５００枚ずつ交
互に搬送した場合に感光ドラム１の表面上のＡ４サイズの横方向の記録材Ｐの短手方向端
部位置で画像流れが発生し始めるときの印字枚数との関係をグラフｅで示す。図13の横軸
は総印字枚数で縦軸は画素低下率を示す。
【０１６８】
　図13に示すように、平均印字率が０％（白紙）の記録材Ｐを縦方向と横方向とで５００
枚ずつ交互に搬送したグラフｃを考える。また、平均印字率が１％の記録材Ｐを縦方向と
横方向とで５００枚ずつ交互に搬送したグラフｄを考える。そして、グラフｄの方がグラ
フｃよりも画像流れが発生するまでの印字枚数が約２倍以上多いことが分かる。
【０１６９】
　そして、平均印字率が１％の記録材Ｐを縦方向と横方向とで５００枚ずつ交互に搬送し
たグラフｄを考える。更に、平均印字率が５％の記録材Ｐを縦方向と横方向とで５００枚
ずつ交互に搬送したグラフｅを考える。そして、グラフｅの方がグラフｄよりも画像流れ
が発生するまでの印字枚数が約３倍以上多いことが分かる。
【０１７０】
　即ち、図13の縦軸に示される画素低下率が３０％まで低下する場合についてグラフｃで
は総印字枚数が約５００００枚であったが、グラフｄでは総印字枚数が１０００００枚で
あった。グラフｅでは総印字枚数が３０００００枚であった。
【０１７１】
　これは、感光ドラム１の表面上においてＡ４サイズの記録材Ｐの横方向の短手方向端部
位置に記録材Ｐに起因するオゾン生成物や紙の添加物等の物質が遊離して感光ドラム１の
表面上に付着する場合がある。その上にＡ４サイズの記録材Ｐの縦方向のトナー像が形成
された後、クリーニングブレード６ａによって転写残トナーが掻き落とされる。その際に
、トナーに外添されている研磨剤等によりオゾン生成物や紙の添加物等を掻き落とす効果
が高くなるからである。
【０１７２】
　本実施形態では、画像情報記憶手段を兼ねるメモリ18に記憶された画像情報に基づいて
、感光ドラム１の回転軸方向の所定位置においてトナー像（現像剤像）が通過する積算長
さを算出する第二の積算長さ算出手段をＣＰＵ17が兼ねている。
【０１７３】
　そして、判断手段を兼ねるＣＰＵ17は、算出された感光ドラム１の回転軸方向の第一位
置における第三積算長さに応じて、転写される記録材Ｐに起因する画像不良（画像流れ）
レベルを判断する。
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【０１７４】
　そこで、本実施形態では、図13に示すグラフｃ～ｅにより、記録材Ｐに印字される平均
印字率に応じて、それぞれの記録材Ｐの幅端部位置で画像流れが発生し始める。そのとき
の記録材Ｐの枚数、つまりクリーニング装置６による感光ドラム１の表面の回復動作を実
施するタイミングと動作時間を決定する関係式を導いた。
【０１７５】
＜回復動作実施タイミング＞
　ここで、回復動作開始閾値（％）を｛予想画素低下率α（％）｝が１５％以上に設定し
た。また、｛目標画素低下率Ｇ（％）｝を１０％に設定した。
【０１７６】
　予想画素低下率は前記第１実施形態で説明した前記数１式で示される。また、回復動作
実施時間も前記数２式で示される。また、｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝も前記数３式で
示される。
【０１７７】
　ただし、本実施形態では、前記数１式における｛画素低下率良化分Ｂ（％）｝は過去の
記録材Ｐの通過履歴のキャンセル分であって、以下の数２１式で示される。
【０１７８】
［数２１］
　｛画素低下率良化分Ｂ（％）｝＝０．１×［｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝／｛悪化
分の総通過距離（ｍｍ）｝］×１００×（０．５×良化分の平均印字率＋０．５）
【０１７９】
　尚、悪化分の記録材Ｐよりも感光ドラム１の長手方向に幅の広い記録材Ｐ１，Ｐ２が存
在する場合における｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝は前記第１実施形態で説明した前記
数６式で示される。
【０１８０】
　例えば、画素低下率悪化分Ａの要素としてＡ４サイズの記録材Ｐが縦方向（１枚当たり
の感光ドラム１の長手方向の通過幅が２９７ｍｍで搬送方向の通過長さが２１０ｍｍ）が
過去の搬送履歴として１５万枚通過している。
【０１８１】
　その後、画素低下率良化分Ｂの要素としてＡ４サイズの記録材Ｐの縦方向以上通過幅を
有するＢ４サイズの記録材Ｐが横方向が過去の搬送履歴として２万枚通過している。Ｂ４
サイズの横方向搬送では１枚当たりの感光ドラム１の長手方向の通過幅が２５７ｍｍで搬
送方向の通過長さが３６４ｍｍである。
【０１８２】
　その後、更に、Ａ３サイズの記録材Ｐが横方向（１枚当たりの感光ドラム１の長手方向
の通過幅が２９７ｍｍで搬送方向の通過長さが４２０ｍｍ）が過去の搬送履歴として３万
枚通過したとする。
【０１８３】
　この際、画素低下率良化分の平均印字率が１％と５％とでは以下のような差が生じる。
【０１８４】
＜平均印字率が１％の場合＞
　｛予想画素低下率α１（％）｝は、以下の数２２式により求められる。
【０１８５】
［数２２］
　｛予想画素低下率α１（％）｝＝｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝－｛画素低下率良化分
Ｂ１（％）｝＝３１．２％－６．３％＝２４．９％
【０１８６】
　ここで、前記数４式に示される｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝としては、記録材Ｐと
してＡ４サイズの普通紙を縦方向（記録材Ｐの搬送方向が長手方向となる方向）に搬送す
る。その場合の搬送方向の通過長さが２９７ｍｍと、過去の搬送履歴として１５万枚通過
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分との積となる。このため前記数３式から｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝は以下の数２３
式により求められる。
【０１８７】
［数２３］
　｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝＝７×１０－７×２９７×１５００００≒３１．２％
【０１８８】
　また、前記数２２式に示される｛画素低下率良化分Ｂ１（％）｝は過去の記録材Ｐの通
過履歴のキャンセル分である。
【０１８９】
　そして、｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝としては、以下の通りである。記録材Ｐとし
てＡ４サイズの縦方向以上の感光ドラム１の長手方向の通過幅を有するＢ４サイズの普通
紙を横方向に搬送した場合の搬送方向の通過長さが３６４ｍｍと、過去の搬送履歴として
２万枚通過分との積を求める。
【０１９０】
　更に、Ａ３サイズの普通紙を横方向に搬送した場合の搬送方向の通過長さが４２０ｍｍ
と、過去の搬送履歴として３万枚通過分との積を求め、それらの和を求める。
【０１９１】
　｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝としては、記録材ＰとしてＡ４サイズの普通紙を縦方
向に搬送した場合の搬送方向の通過長さが２１０ｍｍと、過去の搬送履歴として１５万枚
通過分との積を求める。
【０１９２】
　これらを用いて｛画素低下率良化分Ｂ１（％）｝は以下の数２４式により求められる。
【０１９３】
［数２４］
　｛画素低下率良化分Ｂ１（％）｝＝０．１×［｛（３６４×２００００）＋（４２０×
３００００）｝／（２１０×１５００００）］×１００×（０．５×１＋０．５）≒６．
３％
【０１９４】
　｛回復動作実施時間（ｍｉｎ）｝は、前記数２式において、前記数２２式で求められた
｛予想画素低下率α１（％）｝を１５．７％、｛目標画素低下率Ｇ（％）｝を１０％とし
て、以下の数２５式により求められる。
【０１９５】
［数２５］
　｛回復動作実施時間（ｍｉｎ）｝＝０．２×（２４．９（％）－１０（％））≒３．０
（ｍｉｎ）
【０１９６】
　従って、約３分程度のクリーニング動作が必要となる。
【０１９７】
＜平均印字率が５％の場合＞
　｛予想画素低下率α１（％）｝は、以下の数２６式により求められる。
【０１９８】
［数２６］
　｛予想画素低下率α１（％）｝＝｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝－｛画素低下率良化分
Ｂ１（％）｝＝３１．２％－１８．９％＝１２．３％
【０１９９】
　ここで、前記数４式に示される｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝としては、記録材Ｐと
してＡ４サイズの普通紙を縦方向に搬送した場合の搬送方向の通過長さが２１０ｍｍと、
過去の搬送履歴として１５万枚通過分との積を求める。
【０２００】
　そして前記数３式から｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝は以下の数２７式により求められ
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る。
【０２０１】
［数２７］
　｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝＝７×１０－７×２１０×１５００００≒２２．０％
【０２０２】
　また、前記数２６式に示される｛画素低下率良化分Ｂ１（％）｝は過去の記録材Ｐの通
過履歴のキャンセル分である。
【０２０３】
　そして、｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝としては、以下の通りである。記録材Ｐとし
てＡ４サイズの縦方向以上の感光ドラム１の長手方向の通過幅を有するＢ４サイズの普通
紙を横方向に搬送した場合の搬送方向の通過長さが３６４ｍｍと、過去の搬送履歴として
２万枚通過分との積を求める。
【０２０４】
　更に、Ａ３サイズの普通紙を横方向に搬送した場合の搬送方向の通過長さが４２０ｍｍ
と、過去の搬送履歴として３万枚通過分との積を求め、更にそれらの和を求める。
【０２０５】
　｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝としては、記録材ＰとしてＡ４サイズの普通紙を縦方
向に搬送した場合の搬送方向の通過長さが２１０ｍｍと、過去の搬送履歴として１５万枚
通過分との積を求める。
【０２０６】
　これらを用いて｛画素低下率良化分Ｂ１（％）｝は以下の数２８式により求められる。
【０２０７】
［数２８］
　｛画素低下率良化分Ｂ１（％）｝＝０．１×［｛（３６４×２００００）＋（４２０×
３００００）｝／（２１０×１５００００）］×１００×（０．５×５＋０．５）≒１８
．９％
【０２０８】
　前記数２６式に示されたように、｛予想画素低下率α１（％）｝は、３．１％となり、
回復動作開始閾値として設定された予想画素低下率の１５％以下であるのため、クリーニ
ング装置６による感光ドラム１の表面の回復動作は実施されない。
【０２０９】
　この回復動作実施時間によって定められたクリーニング装置６による感光ドラム１の表
面のクリーニング動作を実施することで画素低下率は、図５の横軸における印字枚数が３
００００枚程度の位置に示すように目標画素低下率が１０％程度まで低下する。
【０２１０】
　初回のクリーニング動作が実施された際、メモリ18にクリーニング動作実施履歴を記憶
し、クリーニング動作実施以降に印字した記録材Ｐのサイズや枚数、印字されたサイズ毎
の順番等を随時記憶していく。
【０２１１】
　そして、二回目以降のクリーニング動作を実施した際の｛予想画素低下率β（％）｝は
前記第１実施形態と同様に以下のように算出する。
【０２１２】
　ここで、回復動作開始閾値（％）を｛予想画素低下率β（％）｝が１５％以上に設定し
た。
【０２１３】
　二回目以降のクリーニング動作を実施した際の｛予想画素低下率β（％）｝は以下の数
２９式で示される。
【０２１４】
［数２９］
　｛予想画素低下率β（％）｝＝｛回復動作実施後の画素低下率（図５に示す１０％）＋
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｛画素低下率悪化分Ａ´（％）｝－｛画素低下率良化分Ｂ´（％）｝
【０２１５】
　ここで、前記数２９式における｛画素低下率良化分Ｂ´（％）｝とは直前のクリーニン
グ動作を実施した以降でかつ感光ドラム１の表面上の記録材Ｐの過去の通過履歴へのキャ
ンセル分とする。そして、それ以降の感光ドラム１の表面上の記録材Ｐの通過履歴への影
響は無いものとする。
【０２１６】
　回復動作実施時間は以下の数３０式で示される。
【０２１７】
［数３０］
　回復動作実施時間（ｍｉｎ）＝０．２×［｛予想画素低下率β（％）｝－｛目標画素低
下率Ｇ（％））
【０２１８】
　ここで、前記数３０式における｛目標画素低下率Ｇ（％））は、図５に示す１０％に設
定される。
【０２１９】
　ここで、｛画素低下率悪化分Ａ´（％）｝は以下の数３１式で示される。
【０２２０】
［数３１］
　｛画素低下率悪化分Ａ´（％）｝＝７×１０－７×｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝
【０２２１】
　尚、前記数３１式における｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝は以下の数３２式で示され
る。
【０２２２】
［数３２］
　｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝＝｛各サイズの記録材Ｐの搬送方向の長さ（ｍｍ）｝
×｛そのサイズの記録材Ｐの枚数｝
【０２２３】
　尚、前記数２９式における｛画素低下率良化分Ｂ´（％）｝は過去の記録材Ｐの通過履
歴のキャンセル分であって、以下の数３３式で示される。
【０２２４】
［数３３］
　｛画素低下率良化分Ｂ´（％）｝＝０．１×［｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝／｛悪
化分の総通過距離（ｍｍ）｝］×１００×（０．５×良化分の平均印字率＋０．５）
【０２２５】
　尚、悪化分の記録材Ｐよりも感光ドラム１の長手方向に幅の広い記録材Ｐ１，Ｐ２が存
在する場合における｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝は以下の数３４式で示される。
【０２２６】
［数３４］
　｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝＝［｛記録材Ｐ１の搬送方向の長さ（ｍｍ）｝×｛記
録材Ｐ１の枚数｝］＋［｛記録材Ｐ２の搬送方向の長さ（ｍｍ）｝×｛記録材Ｐ２の枚数
｝］
【０２２７】
　上記で決定された回復動作実施時間の通りに実施されるクリーニング動作については前
記第１実施形態と同様である。
【０２２８】
　本実施形態によれば、印字される記録材Ｐのサイズや枚数、更には印字率の情報に応じ
て、画像流れ等の画像不良の最悪レベルを予測・算出し、その値によって回復動作（クリ
ーニング動作）タイミングや回復動作実施時間を調整する。これにより、最適な回復動作
の実施タイミングと回復動作実施時間で感光ドラム１の寿命短縮を防止する。更に、クリ
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ーニング装置６の耐久性の低下を防止する。また、別途、ヒータを設けることによるコス
ト高を伴うことがなく、画像流れ等の画像不良を防止し、長期に渡って良好な画像が得ら
れる。他の構成は前記各実施形態と同様に構成され、同様の効果を得ることが出来る。
【実施例４】
【０２２９】
　次に、図14を用いて本発明に係る画像形成装置の第４実施形態の構成について説明する
。尚、前記各実施形態と同様に構成したものは同一の符号を付して説明を省略する。
【０２３０】
　本実施形態では、判断手段となるＣＰＵ17（転写バイアス電圧取得手段）が転写バイア
ス電圧情報記憶手段となるメモリ18に記憶された転写バイアス電圧情報に基づいて、転写
される記録材Ｐに起因する画像流れ等の画像不良レバルを判断するものである。
【０２３１】
　図14は、気温３２．５℃、相対湿度８５％の高温高湿環境で、記録材ＰとしてＡ４サイ
ズの普通紙を搬送する場合である。そして、Ａ４サイズの記録材Ｐが縦方向に搬送される
際の通過幅の端部位置で画像流れが発生し始めるときの印字枚数との関係を示す。
【０２３２】
　図14に示すグラフｆは、印字時に設定された転写ローラ５に印加する転写バイアス電圧
が平均で＋２．７ｋＶで、記録材Ｐの坪量が１００ｇ／ｍ２で縦方向と横方向に５００枚
ずつ交互に搬送した場合である。
【０２３３】
　図14に示すグラフｇは、印字時に設定された転写ローラ５に印加する転写バイアス電圧
が平均で＋２．５ｋＶで、記録材Ｐの坪量が８０ｇ／ｍ２で縦方向と横方向に５００枚ず
つ交互に搬送した場合である。
【０２３４】
　図14に示されたように、グラフｇは転写ローラ５に印加する転写バイアス電圧が＋２．
５ｋＶで記録材Ｐの坪量が８０ｇ／ｍ２で、記録材Ｐを縦方向と横方向に５００枚ずつ交
互に搬送したグラフである。グラフｆは転写ローラ５に印加する転写バイアス電圧が＋２
．７ｋＶで記録材Ｐの坪量が１００ｇ／ｍ2で、記録材Ｐを縦方向と横方向に５００枚ず
つ交互に搬送したグラフである。グラフｇよりもグラフｆの方が、２分の１の印字枚数で
画像流れが発生することが分かる。
【０２３５】
　図14に示すように、例えば、画素低下率（％）が３０％の場合では、グラフｆは総印字
枚数が５００００枚程度で到達し、グラフｇは総印字枚数が１０００００枚程度で到達し
ている。
【０２３６】
　これは、Ａ４サイズの記録材Ｐの通過幅の端部位置に画像が印字される際、紙の坪量に
応じて印加される転写バイアス電圧が増加する。これにより、転写ローラ５と、感光ドラ
ム１との間の電界が強くなり記録材Ｐの紙粉が感光ドラム１の表面に付着し易くなること
が原因である。
【０２３７】
　そこで、図14に示すグラフｆ，ｇに基づいて、印字される平均印字率に応じて、それぞ
れの記録材Ｐの通過幅の端部位置で画像流れが発生し始める印字枚数、つまり回復動作を
実施するタイミングと動作実施時間を決定する関係式を導いた。
【０２３８】
＜回復動作実施タイミング＞
　ここで、回復動作開始閾値（％）を｛予想画素低下率α（％）｝が１５％以上に設定し
た。また、｛目標画素低下率Ｇ（％）｝を１０％に設定した。
【０２３９】
　予想画素低下率は以下の数４１式で示される。
【０２４０】



(24) JP 6235233 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

［数４１］
　｛予想画素低下率α（％）｝＝｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝－｛画素低下率良化分Ｂ
（％）｝
【０２４１】
　ここで、前記数４１式における画素低下率良化分Ｂとは感光ドラム１の表面上の記録材
Ｐの過去の通過履歴へのキャンセル分とし、それ以降の感光ドラム１の表面上の記録材Ｐ
の通過履歴への影響は無いものとする。
【０２４２】
　回復動作実施時間は以下の数４２式で示される。
【０２４３】
［数４２］
　回復動作実施時間（ｍｉｎ）＝０．２×［｛予想画素低下率α（％）｝－｛目標画素低
下率Ｇ（％）｝］
【０２４４】
　ここで、｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝は以下の数４３式で示される。
【０２４５】
［数４３］
　｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝＝７×１０－７×｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝×（
１２．５×平均転写バイアス電圧／２．５－１１．５）
【０２４６】
　尚、前記数４３式における｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝は以下の数４４式で示され
る。
【０２４７】
［数４４］
　｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝＝｛各サイズの記録材Ｐの搬送方向の長さ（ｍｍ）｝
×｛そのサイズの記録材Ｐの枚数｝
【０２４８】
　尚、本実施形態では、基準の転写バイアス電圧を記録材Ｐが普通紙のときに設定する＋
２．５ｋＶとした。
【０２４９】
　前記数４１式における｛画素低下率良化分Ｂ（％）｝は過去の記録材Ｐの通過履歴のキ
ャンセル分であって、以下の数４５式で示される。
【０２５０】
［数４５］
　｛画素低下率良化分Ｂ（％）｝＝０．１×［｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝／｛悪化
分の総通過距離（ｍｍ）｝］×１００
【０２５１】
　尚、悪化分の記録材Ｐよりも感光ドラム１の長手方向に幅の広い記録材Ｐ１，Ｐ２が存
在する場合における｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝は以下の数４６式で示される。
【０２５２】
［数４６］
　｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝＝［｛記録材Ｐ１の搬送方向の長さ（ｍｍ）｝×｛記
録材Ｐ１の枚数｝］＋［｛記録材Ｐ２の搬送方向の長さ（ｍｍ）｝×｛記録材Ｐ２の枚数
｝］
【０２５３】
　例えば、記録材Ｐが感光ドラム１の表面を通過する際に設定された転写ローラ５に印加
する平均転写バイアス電圧が図14のグラフｇで示す＋２．５ｋＶと、図14のグラフｆで示
す＋２．７ｋＶでは以下のような差が生じる。
【０２５４】
＜平均転写バイアス電圧が＋２．５ｋＶの場合＞
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　例えば、画素低下率悪化分Ａの要素としてＡ４サイズの記録材Ｐが縦方向（１枚当たり
の感光ドラム１の長手方向の通過幅が２９７ｍｍで搬送方向の通過長さが２１０ｍｍ）が
過去の搬送履歴として１０万枚通過する。
【０２５５】
　その後、画素低下率良化分Ｂの要素としてＡ４サイズの縦方向以上の感光ドラム１の長
手方向の通過幅を有するＢ４サイズの普通紙を搬送方向が長手方向となる横方向が過去の
搬送履歴として２万枚通過する。Ｂ４サイズの横方向搬送では、１枚当たりの感光ドラム
１の長手方向の通過幅が２５７ｍｍで搬送方向の通過長さが３６４ｍｍである。
【０２５６】
　その後、Ａ３サイズの普通紙を搬送方向が長手方向となる横方向（１枚当たりの感光ド
ラム１の長手方向の通過幅が２９７ｍｍで搬送方向の通過長さが４２０ｍｍ）が３万枚通
過した時点での予想画素低下率α１は以下の数４７式から５．３％が求められる。
【０２５７】
［数４７］
　｛予想画素低下率α１（％）｝＝｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝－｛画素低下率良化分
Ｂ１（％）｝＝１１．４％
【０２５８】
　ここで、前記数４５式に示される｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝としては、記録材Ｐ
としてＡ４サイズの普通紙を縦方向（記録材Ｐの搬送方向が長手方向となる方向）に搬送
する。その場合の搬送方向の通過長さが２９７ｍｍと、過去の搬送履歴として１０万枚通
過分との積を求める。
【０２５９】
　即ち、前記数３式から｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝は以下の数４８式により求められ
る。
【０２６０】
［数４８］
　｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝＝７×１０－７×２９７×１０００００×（１２．５×
２．５／２．５－１１．５）＝２０．８％
【０２６１】
　また、前記数４７式に示される｛画素低下率良化分Ｂ１（％）｝は過去の記録材Ｐの通
過履歴のキャンセル分である。｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝としては、記録材Ｐとし
てＡ４サイズの縦方向以上の感光ドラム１の長手方向の通過幅を有するＢ４サイズの普通
紙を横方向に搬送する。その場合の搬送方向の通過長さが３６４ｍｍと、過去の搬送履歴
として２万枚通過分との積を求める。更に、Ａ３サイズの普通紙を横方向に搬送した場合
の搬送方向の通過長さが４２０ｍｍと、過去の搬送履歴として３万枚通過分との積を求め
、これらの和を求める。
【０２６２】
　｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝としては、記録材ＰとしてＡ４サイズの普通紙を縦方
向に搬送した場合の搬送方向の通過長さが２１０ｍｍと、過去の搬送履歴として１０万枚
通過分との積を求める。
【０２６３】
　これらを用いて｛画素低下率良化分Ｂ１（％）｝は以下の数４９式により求められる。
【０２６４】
［数４９］
　｛画素低下率良化分Ｂ１（％）｝＝０．１×［｛（３６４×２００００）＋（４２０×
３００００）｝／（２１０×１０００００）］×１００≒９．４％
【０２６５】
＜平均転写バイアス電圧が＋２．７ｋＶの場合＞
　例えば、画素低下率悪化分Ａの要素としてＡ４サイズの記録材Ｐが縦方向（１枚当たり
の感光ドラム１の長手方向の通過幅が２９７ｍｍで搬送方向の通過長さが２１０ｍｍ）が
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過去の搬送履歴として５万枚通過する。
【０２６６】
　その後、画素低下率良化分Ｂの要素としてＡ４サイズの縦方向以上の感光ドラム１の長
手方向の通過幅を有するＢ４サイズの普通紙を搬送方向が長手方向となる横方向が過去の
搬送履歴として２万枚通過する。Ｂ４サイズの横方向搬送では、１枚当たりの感光ドラム
１の長手方向の通過幅が２５７ｍｍで搬送方向の通過長さが３６４ｍｍである。
【０２６７】
　その後、Ａ３サイズの普通紙を搬送方向が長手方向となる横方向（１枚当たりの感光ド
ラム１の長手方向の通過幅が２９７ｍｍで搬送方向の通過長さが４２０ｍｍ）が３万枚通
過した時点での予想画素低下率α２は以下の数５０式から－４．２％が求められる。
【０２６８】
［数５０］
　｛予想画素低下率α２（％）｝＝｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝－｛画素低下率良化分
Ｂ１（％）｝＝１．９％
【０２６９】
　ここで、前記数４５式に示される｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝としては、記録材Ｐ
としてＡ４サイズの普通紙を縦方向（記録材Ｐの搬送方向が長手方向となる方向）に搬送
する。その場合の搬送方向の通過長さが２９７ｍｍと、過去の搬送履歴として５万枚通過
分との積を求める。
【０２７０】
　そして、前記数３式から｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝は以下の数５１式により求めら
れる。
【０２７１】
［数５１］
　｛画素低下率悪化分Ａ（％）｝＝７×１０－７×２９７×５００００×（１２．５×２
．７／２．５－１１．５）＝２０．８％
【０２７２】
　また、前記数５０式に示される｛画素低下率良化分Ｂ１（％）｝は過去の記録材Ｐの通
過履歴のキャンセル分である。｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝としては、記録材Ｐとし
てＡ４サイズの縦方向以上の感光ドラム１の長手方向の通過幅を有するＢ４サイズの普通
紙を横方向に搬送する。その場合の搬送方向の通過長さが３６４ｍｍと、過去の搬送履歴
として２万枚通過分との積を求める。
【０２７３】
　更に、Ａ３サイズの普通紙を横方向に搬送した場合の搬送方向の通過長さが４２０ｍｍ
と、過去の搬送履歴として３万枚通過分ｔの積を求め、それらの和を求める。
【０２７４】
　｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝としては、記録材ＰとしてＡ４サイズの普通紙を縦方
向に搬送した場合の搬送方向の通過長さが２１０ｍｍと、過去の搬送履歴として５万枚通
過分との積を求める。
【０２７５】
　これらを用いて｛画素低下率良化分Ｂ１（％）｝は以下の数５２式により求められる。
【０２７６】
［数５２］
　｛画素低下率良化分Ｂ１（％）｝＝０．１×［｛（３６４×２００００）＋（４２０×
３００００）｝／（２１０×５００００）］×１００≒１８．９％
【０２７７】
　これにより、Ａ４サイズの記録材Ｐを縦方向に搬送する。そして、図14のグラフｇに示
す平均の転写バイアス電圧を＋２．５ｋＶに設定して記録材Ｐを１０万枚搬送する。これ
と比べて、図14のグラフｆに示す平均の転写バイアス電圧を＋２．７ｋＶに設定した場合
は半分の５万枚の記録材Ｐを搬送した時点で同等の予想画素低下率となってしまうことが
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分かる。
【０２７８】
　この予想画素低下率によって求められた回復動作実施時間により決定されるクリーニン
グ動作を実施することで画素低下率は目標画素低下率の１０％まで低下する。初回のクリ
ーニング動作が実施された際、メモリ18にクリーニング動作実施履歴を記憶させ、クリー
ニング動作を実施した以降に印字した記録材Ｐのサイズや枚数、印字されたサイズ毎の順
番等を随時記憶していく。そして、二回目以降のクリーニング動作を実施した際の予想画
素低下率βは前記第１実施形態と同様に以下のように算出する。
【０２７９】
＜二回目以降のクリーニング動作を実施した際の予想画素低下率β＞
　ここで、回復動作開始閾値（％）を｛予想画素低下率β（％）｝が１５％以上に設定し
た。また、｛目標画素低下率Ｇ（％）｝を１０％に設定した。
【０２８０】
　二回目以降のクリーニング動作を実施した際の｛予想画素低下率β（％）｝は以下の数
５３式により求められる。
【０２８１】
［数５３］
　｛予想画素低下率β（％）｝＝｛回復動作実施後の画素低下率が１０％｝＋｛画素低下
率悪化分Ａ´（％）｝－｛画素低下率良化分Ｂ´（％）｝
【０２８２】
　ここで、｛画素低下率良化分Ｂ´｝とは、直前のクリーニング動作を実施した後で、且
つ、過去の記録材Ｐの通過履歴へのキャンセル分として、それ以降の記録材Ｐの通過履歴
への影響は無いものとする。
【０２８３】
＜回復動作実施時間＞
　｛回復動作実施時間（ｍｉｎ）｝は以下の数５４式により求められる。
【０２８４】
［数５４］
　｛回復動作実施時間（ｍｉｎ）｝＝０．２×［｛予想画素低下率β（％）｝－｛目標画
素低下率Ｇ（％）｝］
【０２８５】
　ここで、｛画素低下率悪化分Ａ´（％）｝は以下の数５５式で示される。
【０２８６】
［数５５］
　｛画素低下率悪化分Ａ´（％）｝＝７×１０－７×｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝×
（１２．５×平均転写バイアス電圧／２．５－１１．５）
【０２８７】
　尚、前記数５５式における｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝は以下の数５６式で示され
る。
【０２８８】
［数５６］
　｛悪化分の総通過距離（ｍｍ）｝＝各サイズの記録材Ｐの搬送方向の長さ（ｍｍ）×そ
のサイズの記録材Ｐの枚数
【０２８９】
　尚、前記数５３式における｛画素低下率良化分Ｂ´（％）｝は過去の記録材Ｐの通過履
歴のキャンセル分であって、以下の数５７式で示される。
【０２９０】
［数５７］
　｛画素低下率良化分Ｂ´（％）｝＝０．１×［｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝／｛悪
化分の総通過距離（ｍｍ）｝］×１００
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　尚、悪化分の記録材Ｐよりも感光ドラム１の長手方向に幅の広い記録材Ｐ１，Ｐ２が存
在する場合における｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝は以下の数５８式で示される。
【０２９２】
［数５８］
　｛良化分の総通過距離（ｍｍ）｝＝［｛記録材Ｐ１の搬送方向の長さ（ｍｍ）｝×｛記
録材Ｐ１の枚数｝］＋［｛記録材Ｐ２の搬送方向の長さ（ｍｍ）｝×｛記録材Ｐ２の枚数
｝］
【０２９３】
　上記のように決定された回復動作実施時間の通りに実施されるクリーニング動作につい
ては前記第１実施形態と同様である。
【０２９４】
　本実施形態によれば、印字される記録材Ｐのサイズや枚数、紙の坪量（印加される転写
バイアス電圧）の各種情報に応じて、精度よく画像流れ等の画像不良の最悪レベルを予測
・算出する。その値によって回復動作（クリーニング動作）のタイミングや回復動作実施
時間を調整する。
【０２９５】
　これにより、最適な回復動作実施タイミングと回復動作実施時間で感光ドラム１の寿命
短縮を防止する。更に、クリーニング装置６の耐久性の低下を防止する。更に、別途、ヒ
ータを設けることによるコスト高を伴うことがなく、画像流れ等の画像不良を防止して長
期に渡って良好な画像が得られる。
【符号の説明】
【０２９６】
Ｐ，Ｐ１，Ｐ２ …記録材
１    …感光ドラム（像担持体）
６    …クリーニング装置（クリーニング手段）
17    …ＣＰＵ（制御手段；判断手段；積算長さ算出手段；第二の積算長さ算出手段；絶
対湿度算出手段）
18    …メモリ（記録材情報記憶手段；画像情報記憶手段；転写バイアス電圧情報記憶手
段；印字率情報記憶手段；記憶手段）
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